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別紙１ 

 
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令（案）」等に

対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方 

凡 例 

 

本「コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方」においては、以下の略称を用いています。 

 

正 式 名 称 略 称 

企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令 開示府令 

企業内容等の開示に関する留意事項について 開示ガイドライン 

特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について 特定有価証券ガイドライン 

 

No コメントの概要 金融庁の考え方 

○第三者割当増資に係る開示〔開示府令第19条第2項第1号ヲ、第2号様式等、開示ガイドライ

ン〕 

１ 開示府令案第 19 条第２項第１号ヲで「第三

者割当」の定義から除外される新株予約権の割

当てによる方法には外国会社が株主割当てに

より発行する場合が含まれないように見える

ため、外国会社による株主割当てが含まれるこ

とを明確にしてほしい。 

開示ガイドライン２－３を維持するのであ

れば、会社法第277条に基づく新株予約権の無

償割当ても「第三者割当」の定義から除外する

べきではないか。 

新株予約権の割当てのうち、次に掲げるもの

については、「第三者割当」に該当しない旨を

明確にするため、規定を修正いたします。 

① 新株予約権の株主割当て 

② 株主に対する新株予約権の無償割当て 

③ 外国会社による①及び②に準ずる割当て 

④ オーバーアロットメントでのグリーンシ

ューオプション行使に伴う新株予約権の割

当て 

⑤ ストックオプションとしての役員、使用人

等に対する新株予約権の付与 

２ 開示府令案第19条第２項第１号ヲ(２)の「役

員」に会計参与は含まれるか。また、「関連会

社」には子会社が含まれないことから「関係会

社」とすべきである。 

ご意見を踏まえ、開示府令第 19 条第２項第

１号ヲ(２)の新株予約権を割当てる対象に会

計参与が含まれるよう規定を修正し、「関連会

社」を「関係会社」に修正いたします。 

３ 開示府令案第19条第２項第１号ヲ(１)の「一

定の要件に該当する場合において」の意味が分

かりにくいため、削除するか内容を明らかにし

てほしい。 

開示府令案第19条第２項第１号ヲ(1)に規定

する「一定の要件に該当する場合」とは、オー

バーアロットメントでのグリーンシューオプ

ション行使に伴う第三者割当を規定していま

す。具体的には開示ガイドラインに新たな規定

を設けてその内容を明らかにします。 

４ 開示府令案第二号様式記載上の注意(20)で

手取金の使途の詳細な情報の記載が要求され

ることになるが、第三者割当に該当しない公募

や売出しは現行どおりの記載でよいか。 

「手取金の使途」は、第三者割当に限らず、

有価証券の募集又は売出しにより当該有価証

券の発行者が取得する手取金について、開示府

令第二号様式記載上の注意(20)に従って記載

する必要があります。 

５ 割当予定先に関する情報や資金使途等の詳

細な開示義務を負う対象から、非上場会社や外

国会社を除外していただきたい。 

大規模な第三者割当に該当しない第三者割

当において割当予定先の実態を調査させる必

要性は薄いと考えられる。 

我が国資本市場において、割当先が不透明な

第三者割当増資等や、既存株主の株式の大幅な

支配比率の希釈化や支配権の移動を伴うよう

な第三者増資等が行われている状況を踏まえ、

我が国資本市場の公正性・透明性を確保し、投

資者の信頼を確保する観点から、第三者割当増

資等に関する情報開示の充実を図ることとし
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たものです。 

したがって、発行会社の上場の有無・国籍、

第三者割当増資等の規模等にかかわらず、第三

者割当増資等に関する情報の詳細な開示が必

要であると考えられます。 

６ 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ａの(ｃ)で「主たる出資者及びその出資比

率」については、発行会社が合理的努力をした

にもかかわらず割当予定先から必要な情報を

取得できなかった場合、その旨を記載すること

で足りるとすべきである。 

記載すべき情報のうち、割当予定先から取得

しなければ記載することができない情報につ

いては、記載できない旨及びその理由を記載す

る必要があります。 

実際の状況に応じ、個別に検討する必要があ

ると考えられます。 

７ 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｅで記載する株券等の「保有方針」と大量

保有報告書の「保有目的」（株券等の大量保有

の状況の開示に関する内閣府令第一号様式記

載上の注意(10)）に記載するべき事項とは、記

載内容が共通する場合も異なる場合もあると

いう理解でよいか。 

有価証券届出書に記載する株券等の「保有方

針」は、割当予定先による株式等（割り当てら

れた新株予約権の行使等により取得した株式

を含む。）の保有期間や転売予定といった割当

予定先の株券等の保有に関する方針を発行会

社が確認した場合にその内容を記載するもの

です。一方、大量保有報告書の「保有目的」は、

大量保有者自身が保有する目的を記載するも

のです。 

８ 

 

 

 

開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｃで割当予定先を選定した経緯を記載する

こととされているが、発行会社内における選定

過程を記載するものと考えてよいか。 

発行会社による選定の過程を記載すること

になりますが、例えば証券会社が割当予定先を

あっせんした場合はその旨等を記載すること

になると考えられます。 

９ 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｆの割当予定先が払込みに要する資金又財

産を保有することの確認について、買付者によ

る買付資金の証明が求められる公開買付けの

場合と異なり、残高証明書等まで確認すること

は、割当予定先の協力が得られない限り困難で

ある。その場合には、割当予定先が払込みに十

分な資金又は財産を保有していることに関し

て表明してもらう、あるいは発行会社が割当予

定先にヒアリングを行い発行会社が払込みに

十分な資産を有している旨表明したことを記

載するようなことで足りると考えてよいか。 

10 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｆの割当予定先が払込みに要する資金等の

状況の確認については、割当予定先の直近の財

務諸表等において払込みをするのに十分な現

預金があることが確認できる場合、その旨を記

載することで足りると考えて良いか。 

割当予定先が借入れにより払込みを実施す

る場合、融資証明の有無、借入の前提条件があ

ればその旨を記載する必要があると考えるべ

きか。 

割当予定先の払込みに要する資金又は財産

の保有状況に関する情報は、割当予定先等から

取得する必要がありますが、その確認すべき内

容、確認する方法等については、第三者割当の

規模や割当予定先の協力状況、資金調達方法、

財務状況、過去の第三者割当における払込みの

状況等に応じ、割当予定先ごとに判断し、可能

な方法で確認する必要があると考えられます。

その方法については、割当予定先に対するヒ

アリング、残高証明書等の提示を求めて確認す

ること等、様々な方法が考えられますが、いず

れの方法によった場合であっても、その方法を

具体的に記載する必要があります。 

なお、割当予定先が借入れにより払込みを実

施する場合には、借入先の名称及び借入の重要

な前提条件があればその概要等を記載する必

要があると考えられます。 

割当予定先の協力が得られず、また、いかな

る方法をとっても確認ができない場合には、そ

の旨及びその理由についても具体的に記載す

る必要があると考えられます。 

11 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｇでは、暴力若しくは威力を用い、又は詐

欺その他の犯罪行為を行うことにより経済的

利益を享受しようとする個人、法人その他の団

体を「特定団体等」と定義しているが、東証規

則が定める「暴力団等反社会的勢力」（東証有

価証券上場規程第443条及び有価証券上場規程

施行規則436条の２）と対象範囲が異なるのか。

「特定団体等」とはいわゆる反社会的勢力を

指し、基本的には「企業が反社会的勢力による

被害を防止するための指針について」（平成 19

年６月19日付け）における対象範囲であり、「反

社会的勢力」をとらえるに際しては、暴力団、

暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、

政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等とい

った属性要件に着目するとともに、暴力的な要
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対象範囲が共通なのであれば、文言を統一する

べきである。 

求行為、法的な責任を超えた不当な要求といっ

た行為要件にも着目することになると考えら

れます。 

12  開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｇの割当予定先が「特定団体等」であるか

否か、及び割当予定先が「特定団体等」と何ら

かの関係を有しているか否かについて、(23－

３)ｆと同様に、それらを確認した結果及び確

認の方法を記載させることにしてほしい。 

ご意見を踏まえ、規定を修正します。 

13 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｇについて、割当予定先が「特定団体等」

であるか否か、及び割当予定先が「特定団体等」

と何らかの関係を有しているか否かについて、

確認すべき範囲を明確にしてほしい。 

例えば割当予定先がファンドである場合に

ファンドの出資者について確認したとしても、

当該出資者の名称等を開示することが適切で

ない事項もあることから、有価証券届出書への

記載について可能な範囲で行うことで足りる

と考えてよいか。 

割当予定先が「特定団体等」に該当するか否

かについては、当該割当予定先のみならず、当

該割当予定先の親会社、主たる出資者、子会社、

役員等についても確認する必要があると考え

られます。また、割当予定先と「特定団体等」

との関係については、例えば、これらの割当予

定先の関係者が「特定団体等」の運営に関与し、

又は「特定団体等」がこれらの関係者の経営に

関与する関係にあるかについて確認する必要

があり、その確認方法としては内部規程等に従

い、割当予定先が独自に取り組んでいる事項等

を確認することが考えられます。 

なお、確認した結果については、個別具体的

な状況を踏まえ、適切に記載する必要がありま

す。 

14 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｇの「特定団体等」に関する「確認方法」

とはどのような方法を予定しているのか。確認

した事項まで記載すべきなのか明らかにして

ほしい。 

「確認方法」としては、例えば、公開情報に

基づく調査、割当予定先に対するヒアリング、

信用調査機関の利用等が考えられますが、一律

に特定の方法を指定できる性質のものではな

く、個々の事案に応じてどのような方法が適切

であるかを提出会社が判断することになると

考えられます。 

なお、確認した結果及びその確認方法を具体

的に記載する必要があります。 

15 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

３)ｇでは、例外なく「特定団体等」に関する

確認方法を記載することとなっている。提出会

社が独自に確認する必要性がないと考えられ

る一定の割当予定先（金融庁が確認済みの登録

金融商品取引業者、自主規制機関である証券取

引所が確認済みの上場会社及び取引参加者等）

については例外扱いとしてほしい。また、例外

扱いが認められる場合には、一定の要件を満た

す会社の関連会社についても例外扱い又は簡

易な手続き（割当予定先が一定の要件を満たす

会社の関連会社であることを確認する等）とし

てほしい。 

特定の割当予定先について、一定の要件に該

当することを確認することをもって「特定団体

等」に関する確認方法とする場合もあると考え

られますが、割当予定先ごとに状況は大きく異

なり、その内容を具体的に確認する必要がある

ことから、当該要件を一律に、網羅的に適用す

るのではなく、個別具体的に判断することが適

当であると考えられます。 

 

16 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

５)ｂの「第三者による分析又は意見」の「内

容」として想定している事項は何ですか。 

新株予約権及び新株予約権付社債について

の評価の内容には、価値評価機関のノウハウに

かかわる部分あるため、評価内容等をそのまま

開示することは適切でなく、評価内容の概要を

開示することにしてほしい。 

第三者算定機関が新株予約権の理論価格等

の評価を行った場合、当該算定機関の名称、当

該算定機関による評価対象及び評価の概要に

ついて、開示可能な範囲で、投資家に分かりや

すく開示することが必要であると考えられま

す。 
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17 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

５)ｂは監査役による意見表明や第三者の意見

の取得を強制する趣旨ではないと理解してよ

いか。 

18 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

５)ｂで監査役が表明する意見の対象は「当該

発行に係る適法性」であり、「その理由、判断

の過程」は含まれないと考えてよいか。 

開示府令第二号様式記載上の注意(23－５)

ｂは、会社が有利発行ではないと判断した第三

者割当に関して、監査役が意見を対外的に表明

している場合又は第三者算定機関が評価を行

った場合には、その意見又は評価の内容を記載

するという趣旨です。 

また、監査役が、会社の判断理由や判断過程

についても対外的に意見を表明している場合

には、その内容も記載することになると考えら

れます。 

19 外国会社で、本国法制上有価証券の有利発行

規制がないことがあるが、その場合には、開示

府令案第二号様式記載上の注意(23－５)ｂの

有利発行に関する開示事項については「該当な

し」とする旨の記載で足りるという理解でよい

か。 

投資者にとって分かりやすい情報開示の観

点から、本国の法制上有価証券の有利発行規制

がない旨を記載することが適切であると考え

られます。 

20 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

６)でａ又はｂに規定する大規模第三者割当に

該当する場合に記載することとされる「その理

由」とは、どのような内容か。 

例えば、過去に行われた第三者割当において

増加した議決権を加算した結果、一定の希釈化

率となる場合や、近親者等が所有する議決権と

合算することにより支配株主となる見込みで

ある場合等、ａ又はｂの類型に該当する場合に

ついて、その具体的な内容を記載する必要があ

ります。 

21 開示府令案第二号様式記載上の注意(23－

６)につき、行使価額修正条項付新株予約権付

社債券等の転換又は行使により交付される株

式に係る議決権の数の算出についても、届出日

又はその前日のいずれかの市場価額その他の

指標に基づき決定される行使価額（届出時点に

おける当初行使価額の見込み）により計算する

との理解でよいか。 

新株予約権や新株予約権付社債が第三者割

当により発行された場合、開示府令案第二号様

式記載上の注意(23－７)で第三者割当後の大

株主の状況を記載する場合、行使による発行又

は交付株式数は当初行使価額（下方修正条項付

の場合は当初の最低行使価額）を前提として算

定してよいか。 

ご理解のとおりです。 

22 開示府令案第二号様式記載上の注意(23-８)

について、大規模な第三者割当を「行わなけれ

ばならない理由」ではなく、「行うことを選択

した理由」とすべきではないか。 

規定を「行うこととした理由」に修正します。

23 無議決権種類株式が第三者割当で発行され

る場合、開示府令案第二号様式第一部第３の５

の大株主の状況は、「該当事項なし」と記載す

ることでよいか。 

第三者割当により議決権が復活しない無議

決権種類株式が発行される場合であっても、

「所有株式数」は増加することになるため、「大

株主の状況」は記載する必要があると考えられ

ます。 

24 開示府令案第二号様式記載上の注意(23-７)

に規定する第三者割当後の大株主の状況とし

て記載する「所有株式数」はいつ時点の株式数

になるのか。 

基本的には、最近日現在で記載される第二部

第４の１の(６)の「大株主の状況」を基にして

記載することになるものと考えられます。 

25 開示ガイドライン案２－11は、発行会社によ

る割当予定先に対する積極的な調査を促すと

ともに、実務の悩みを十分に酌んだ規定であ

発行会社と割当予定先の協議の状況は事案

により様々であると考えられます。 



5 

る。これは、セーフハーバー･ルールとしての

役割を果たす重要な改正案である。 

同案の「当該第三者割当の内容等に関する割

当予定先との協議」は勧誘に該当しないとされ

ている。有価証券届出書前の協議により発行会

社及び割当予定先による協議が実質的に終了

し、有価証券届出書提出後に両者の接触が予定

されない場合もあり得るという整理でよいか

確認したい。 

26 開示ガイドライン案２－11の「当該第三者割

当に係る有価証券が直ちに転売されるおそれ

が少ない場合」として、資本提携と親会社によ

る子会社株式の引受けという取引類型以外に、

例えば、資本提携等を伴わない純投資目的での

資金調達で、割り当てる予定の株式に一定期間

（例えば6ヶ月）の転売制限をつける場合も含

まれるという理解でよいか確認したい。 

例示とした資本提携、親会社による子会社化

株式の引受けは、一般的に、割当予定先がその

株式を所有することを前提とするものであり、

このような場合は、「当該第三者割当に係る有

価証券が直ちに転売されるおそれが少ない場

合」に該当するものと考えられます。 

これらの例示以外のケースが「当該第三者割

当に係る有価証券が直ちに転売されるおそれ

が少ない場合」に当たるか否かについては、割

当予定先による株式等（割り当てられた新株予

約権の行使等により取得した株式を含む。）の

転売の可能性を踏まえ、個別具体的に判断する

ことになると考えられます。株式に一定期間の

転売制限を付した場合について、「当該第三者

割当に係る有価証券が直ちに転売されるおそ

れが少ない場合」に該当するかは、転売制限を

付した目的、転売制限の内容、転売制限期間等

を総合的に勘案して判断する必要があると考

えられます。 

27 開示ガイドライン案２－11 で挙げられてい

る「親会社が子会社株式を引受ける場合等」を

「親会社が子会社株式又は関係会社株式を引

受ける場合等」に拡大してほしい。 

上記のとおり、親会社が子会社株式を引き受

ける場合とは、その資本関係から一般的に直ち

に転売されるおそれが少ないと考えられるケ

ースの例示です。 

具体的に「当該第三者割当に係る有価証券が

直ちに転売されるおそれが少ない場合」に該当

するか否かについては、個別具体的に判断する

ことになると考えられます。 

28 開示ガイドライン案２－11は、「第三者割当」

の定義から除かれるグリーンシュー及びスト

ックオプションの割当て（開示府令案第 19 条

第２項第１号ヲ(２)参照）における発行会社と

割当予定先の事前協議を一律に違法とする趣

旨ではなく、当該事前協議の可否は個別具体的

に判断するとの理解でよいか。 

開示ガイドライン２－11 は、「当該第三者割

当に係る有価証券が直ちに転売されるおそれ

が少ない場合」には、当該割当てに関する事前

協議その他これに類する行為は有価証券の取

得勧誘又は売付け勧誘等には該当しないとの

考え方を示したものです。グリーンシュー及び

ストックオプションについては、割当てが行わ

れる状況等に照らし、個別具体的に判断する必

要があります。 

 

29 開示府令第二号様式の第三者割当の場合の

特記事項及び開示ガイドライン案２－11は、特

定有価証券の発行にも適用されるか。 

第三者割当の場合の特記事項及び開示ガイ

ドライン２－11は、株式、新株予約権又は新株

予約権付社債の第三者割当に限って適用され

ます。 

（参考）開示府令第19条第２項第１号ヲで「第

三者割当」を定義しています。 

30 開示ガイドライン案５－７で「その他の者に

対する割当」の欄の記載にあたっては、その概

ストックオプションを割り当てる場合に新

株予約権の「募集の条件」（開示府令第二号様
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要を欄外に注記するものとされているが、株式

以外の第三者割当の場合には該当する欄がな

い。また、今回「第三者割当の場合の特記事項」

の欄が新設されたことを考慮すると本規定は

不要となるのではないか。 

式第一部第１の４(１)）で注記すること等規定

を修正します。 

開示ガイドライン５－７では、「第三者割当

の場合の特記事項」に記載する「第三者割当」

の定義から除かれるオーバーアロットメント

に伴う第三者割当及びストックオプションに

ついて、その概要を記載することを想定してい

ます。 

31 開示ガイドライン案５－７で「概要」の記載

として求められるのはどの程度の記載ですか。

例えば、ストックオプションにおける従業員の

氏名等は記載不要との理解でよいか。 

オーバーアロットメントに伴う引受証券会

社に対するグリーンシューの割当ての場合に

は、その概要として、引受証券会社の名称、割

当数、払込金額総額、割当てが行われる条件等

を記載することが考えられます。 

また、ストックオプションの場合には、その

概要として、割当対象者の所属会社における役

職ごとに区別した新株予約権の割当人数及び

割当数を記載することが考えられます（一般的

なストックオプションの場合には、特定の割当

対象者の氏名の記載は不要であると考えられ

ます。）。 

○行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る開示〔開示府令第19条第2項第1号、第2号

様式等〕 

１ 短期間に連続して行使価額修正条項付新株

予約権付社債券等を発行する場合において、２

回目に提出する有価証券届出書が組込方式又

は参照方式である場合、１回目に発行された行

使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係

る情報をどこに記載すればよいか。 

様式上、独立の記載項目とはなっておりませ

んが、複数の発行が近接している等の理由によ

り投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

がある場合には、関連する項目において記載す

る必要があると考えられます。例えば、「証券

情報」の「その他の記載事項」や関連する適当

な箇所に注記することが考えられますし、組込

方式の場合には追完情報の「その他財政状態及

び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が生じ

た場合」として記載することも考えられます。

なお、このような取扱いは、発行する有価証

券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券

等である場合に限られないと考えられます。 

２ 有価証券報告書（第３号様式等）における行

使状況等の開示について、四半期報告書を提出

していない会社については、第４四半期会計期

間に係る情報ではなく、下半期に係る情報を記

載することとしてほしい。 

ご意見を踏まえ、規定を修正いたします。 

３ 有価証券報告書（第３号様式等）における行

使状況等の開示について、新株予約権付社債券

については、「行使価額等」は社債の券面額を

意味するとの理解でよいか。 

「行使価額等」とは、権利行使により交付さ

れた株式１株当たりにつき支払われた金銭そ

の他の財産の価額を意味するものですが、転換

社債型の新株予約権付社債券については、通常

の場合、行使により交付される株式数を計算す

るために社債の払込金額を除すに当たって使

用した価額がこれに該当するものと考えられ

ます。 

なお、ご意見を踏まえ、以下のとおり規定を

修正いたします。 

「「行使価額等」とは、当該行使価額修正条項

付新株予約権付社債券等に表示された権利を

行使した際に、交付された株式１株あたりにつ

き払い込んだ金銭その他の財産の価額及びこ
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れに準ずるものをいう。」 

４ 「行使価額修正条項付新株予約権付社債券

等」は行使価額が６か月に１回を超える頻度で

修正される可能性がある旨の条項が付された

ものに限定すべきである。 

今回の改正は、行使価額等が修正される新株

予約権付社債券等のうち一定の要件に該当す

るものは常に不適切なものであるとの前提に

立つものではありません。 

むしろ、行使価額等が修正される新株予約権

付社債券等にも様々な内容・利用方法のものが

あることを前提に、修正の基準や頻度を含む有

価証券の内容等についてより分かりやすく、か

つ、充実した開示を求めることにより、投資者

が自ら当該有価証券の内容や利用方法の評価

を行うことに資することを趣旨とするもので

す。この点、例えば、修正の頻度が６か月に１

回を超えるものに限定した場合、６か月に１回

を超える頻度のものは常に不適切であり、６か

月に１回を少しでも下回るものは常に何の問

題もないかのような誤解を生じさせかねない

と考えられます。 

以上のような点から、「行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等」の定義を、行使価額等

が６か月に１回を超える頻度で修正される可

能性があるものに一律に限定することは適当

ではないと考えられます。 

もっとも、届出又は提出事務の運用上、各項

目の記載内容についてどの程度詳細なものを

求めていくかという点に関しては、届出又は報

告の対象である行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等がどのような内容のものである

か（例えば、修正の頻度はどの程度であるかと

いう点も含む。）も考慮されると考えられます。

５ 時価以下による新株発行、株式併合又は組織

再編等を理由に行使価額等を調整する旨の調

整条項（いわゆるマーケットプライス方式によ

る調整条項）のみが付されたものについては行

使価額修正条項付新株予約権付社債券等に該

当しないとの理解でよいか。 

ご指摘のとおり、時価以下による新株発行、

株式併合又は組織再編等を理由に行使価額等

を調整する旨の条項のみが付されたものにつ

いては「行使価額修正条項付新株予約権付社債

券等」に該当しません。 

 

６ 開示府令案第 19 条第２項第１号リ（７）の

「その他投資者の保護を図るため必要な事項」

とは、例えばどのような事項か。 

例えば、提出会社と取得者との間で、報告の

対象である行使価額修正条項付新株予約権付

社債券等の有価証券としての内容を実質的に

変更するような条件等を合意しているような

場合、当該合意の内容を記載する必要があると

考えられます。 

７ 開示ガイドライン案７－３⑰と７－７⑲の

標記を統一すべきである。 

ご意見を踏まえ、規定を修正いたします。 

８ 新株予約権付ローンにおけるローン条件に

ついては、開示府令案第二号様式記載上の注意

（８）ｄ（ｆ）の「その他投資者の保護を図る

ために必要な事項」に該当すると考えられると

ころ、財務制限条項、期限前弁済条項等につい

ても開示する必要があると考えるがどうか。 

新株予約権付ローンにおけるローン条件に

ついて、有価証券届出書等においてどのような

開示が必要となるかという点は、当該新株予約

権付ローンにおける新株予約権が行使価額修

正条項付新株予約権付社債券等に該当するか

否かに関わらず、個別事案ごとに判断する必要

があると考えられます。 

９ 予め定義する特別配当を実施する場合に予

め定める転換価額調整式をもって調整される

予め定義する内容が明確ではないため個別

事案ごとに判断する必要がありますが、例え
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旨の条項のみが付されたものは行使価額修正

条項付新株予約権付社債券等に該当するか。 

ば、一定額以上の剰余金の配当が行われる場合

に、そのことを契機として、当該配当の内容を

踏まえた調整が行われるものである場合は、通

常、当該調整条項のみをもって行使価額修正条

項付新株予約権付社債券等に該当するもので

はないと考えられます。 

10 新株予約権のうち、一定時点の株価によって

新株予約権の行使ができない仕組みのものや、

株価によっては会社が取得する旨の取得条項

が付された新株予約権は行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等には該当しないとの理

解でよいか。 

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

の定義は、株価の変動に伴い権利の行使により

割り当てられる株式の数や払込金額が変動す

るものを指しているため、ご意見のような条項

が定められていること自体に基づき行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に該当する

ことはないと考えられます。 

○有価証券報告書等の早期提出 〔開示府令第19条第1項第9号の2、第3号様式等〕 

１ 有価証券報告書は詳細な情報提供を投資家

に対して行うという目的で時間をかけて作成

されるものであり、早期化を目指すべきではな

い。株主総会招集通知発送時に添付又は開示さ

れる計算書類及び事業報告書は有価証券報告

書の情報と重複していることから、早期化を促

す必要性に乏しい。検討するべきは、内部統制

報告書と有価証券報告書の分離ではないかと

考える。今回の改正の背景にあるのは有価証券

報告書とともに提出を求められている内部統

制報告書を株主が株主総会までに見ることが

できないというところにあると考えられる。こ

のことを達成するために有価証券報告書の作

成完了日を早めるというのは、株主に詳細な情

報提供を行うという有価証券報告書の方向性

と矛盾する。 

定時株主総会では、配当額やストックオプシ

ョンなどの有価証券報告書記載事項が決議さ

れ、さらに役員報酬など会計監査の対象となる

財務諸表の基礎となる事項も決議される。した

がって、これらの事項が修正又は否決された場

合は、該当部分の再作成や場合によっては再監

査が必要となり、実務に多大な混乱を招く恐れ

がある。 

本改正の目的は、株主及び投資者に対する経

営者の説明責任をより徹底する観点から、有価

証券報告書及び内部統制報告書を株主総会に

先立って提出しようとする有価証券報告書提

出会社の提出を可能とするために行なうもの

です。 

(注) 金融審議会・我が国金融・資本市場の国

際化に関するスタディグループ報告「上場会

社等のコーポレート・ガバナンスの強化に向

けて」において、「株主・投資者に対する経

営者の説明責任の徹底の観点から、金融商品

取引法上の有価証券報告書・内部統制報告書

を株主総会への報告事項にすべきであると

の指摘がある。」とされている。 

 

有価証券報告書はその発行会社に関して投

資者の投資判断にとって重要な情報を提供す

るものであり、これらの情報は定時株主総会に

おける株主の意思決定の参考となるものと考

えられます。 

なお、定時株主総会で有価証券報告書に記載

した決議事項が修正又は否決された場合には、

臨時報告書においてその内容の開示を求める

こととしており、提出会社に過度の作業負担を

強いることがないよう制度整備を行なってい

ます。 

２ 有価証券報告書の早期提出を可能とする改

正にあたって、有価証券報告書、確認書及び内

部統制報告書の記載内容を簡素化する、会社法

上の開示書類との一本化を図る等の作成負担

の軽減及び簡素化を検討してほしい。 

 貴重なご意見として承ります。 

３ 有価証券報告書を定時株主総会前に提出す

る場合でも、記載内容の基準日は有価証券報告

書提出日となるのか。仮に当該基準日が有価証

券報告書提出日となる場合、「役員の状況」欄

については、定時株主総会で会社提案が承認さ

れた場合に就任する予定の新役員の状況を記

載することを認めてほしい。 

有価証券報告書を定時株主総会前に提出す

る場合でも、記載内容は、格別の規定がない限

り有価証券報告書提出日現在の内容とされ、役

員の状況」欄についても、当該提出日における

役員について記載することになります。 

ただし、有価証券報告書を定時株主総会前に

提出する場合には、有価証券報告書提出日現在

の「役員の状況」に加え、定時株主総会におけ
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る役員選任議案の対象となっている新役員の

状況について、定時株主総会の決議事項となっ

ていることを明記したうえで、記載しなければ

ならないこととしています（開示府令第三号様

式記載上の注意(１)ｅ）。 

この場合、当該決議事項が修正又は否決され

た場合には、臨時報告書においてその旨及びそ

の内容を提出する必要があります（開示府令第

19条第２項第９号の２）。 

４ 開示府令案第三号様式記載上の注意(１)ｅ

で有価証券報告書を早期提出する場合に記載

を要求される定時株主総会における決議事項

になっている旨及びその概要について、ガイド

ライン等で記載事項の内容を明確にしてほし

い。例えば、経理の状況において、定時株主総

会決議事項に関わる内容を将来事項として記

載することが必要になるのか。 

第二部第５の「経理の状況」の記載内容が定

時株主総会の決議事項に関わる場合には、その

内容について投資者が分かりやすいよう適切

な箇所に記載することになると考えられます。

また、当該決議事項が修正又は否決された場

合は、臨時報告書を提出する必要があります。

５ 有価証券報告書を定時株主総会前に提出す

る場合、臨時報告書において定時株主総会後の

新しい経営体制を有価証券報告書の「役員の状

況」欄の様式により開示させることにしてはど

うか。 

開示府令第 19 条第２項第９号の２に基づく

臨時報告書を提出する場合、有価証券報告書に

記載した事項のうち定時株主総会の決議で変

更された内容だけを記載する方法のほか、有価

証券報告書の様式を用いて、定時株主総会で変

更されていない事項を含めて記載することも

可能です。ただし、後者の方法をとる場合でも、

有価証券報告書に記載した事項のうち定時株

主総会でどこが変更されたのか（開示府令第19

条第２項第９号の２ハ）を明確にする必要があ

ります。 

なお、定時株主総会前に有価証券報告書を提

出し、開示府令第 19 条第２項第９号の２に基

づく臨時報告書を提出する場合、例えば会社提

案の役員候補者の一部が否決されて取締役に

就任しなかった場合など、別途有価証券報告書

の記載事項の訂正を要する場合があると考え

られます。 

６ 有価証券報告書の記載事項の中で定時株主

総会での決議内容を踏まえて記載する項目と

して、「役員の状況」欄のほか、例えば「コー

ポレート･ガバナンスの状況」における定款の

定めに関わる事項や「自己株式の取得等の状

況」が挙げられる。定時株主総会の決議事項が

否決又は修正された結果、これらの項目での記

載内容の変更を要する場合も、有価証券報告書

の訂正ではなく臨時報告書の提出のみで足り

るとの理解でよいか。 

定時株主総会の決議事項が否決又は修正さ

れ、定時株主総会前に提出した有価証券報告書

に記載した決議事項の内容に変更が生じた場

合には、開示府令第 19 条第９号の２に基づき

臨時報告書を提出する必要があります。なお、

有価証券報告書の記載内容を訂正する必要が

ある場合には、有価証券報告書の訂正報告書の

提出が必要です。 

７ 有価証券報告書提出後から定時株主総会ま

でに発生した重要な後発事象は、開示府令案第

19 条第２項第９号の２に基づき提出する臨時

報告書の対象となるのかを確認したい。 

有価証券報告書提出から定時株主総会まで

に発生した後発事象については、開示府令第19

条第２項第９号の２に基づく臨時報告書の提

出事由には該当しません。 

ただし、当該後発事象の開示上の取扱いにつ

いては、別途検討する必要があります。 

８ 有価証券報告書を定時株主総会前に提出す

る場合で、定時株主総会前に添付書類に修正又

は変更が生じたときの取扱いについて明確に

具体的な修正又は変更の内容によりますが、

基本的には、有価証券報告書の訂正報告書にお

いて添付書類の修正又は変更を行うものと考
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してほしい。 えられます。 

９ 定款変更決議を予定する定時株主総会の前

に有価証券報告書を提出する場合、添付書類と

なる定款として、変更後の定款案を添付するこ

とができるか確認したい。 

定時株主総会で定款変更案が修正された場

合の取り扱いはどうなるのか。 

有価証券報告書の添付書類となる定款（開示

府令第 17 条第１項第１号イ）は、有価証券報

告書提出日現在の定款です。 

また、定時株主総会の決議事項が否決又は修

正され、定時株主総会前に提出した有価証券報

告書に記載した決議事項の内容に変更が生じ

た場合には、開示府令第 19 条第９号の２に基

づき臨時報告書を提出する必要がありますが、

これは有価証券報告書の記載事項についての

規定であり、添付書類は対象ではありません。

したがって、定款変更決議を予定する定時株

主総会の前に有価証券報告書を提出する場合

であっても、定款の変更について記載する必要

はなく、定時株主総会において定款変更決議が

否決又は承認された場合であっても臨時報告

書の提出は不要です。また、修正された内容の

定款を添付書類とする訂正有価証券報告書の

提出も不要です。 

10 有価証券報告書を定時株主総会前に提出す

る場合、財務諸表等の監査証明に係る監査報告

書と会社法における監査報告書は同日付で作

成される必要はあるか確認したい。 

有価証券報告書を定時株主総会前に提出す

ることを可能とする今回の改正は、財務諸表等

の監査証明に係る監査報告書を会社法におけ

る監査報告書と同日付で作成することを義務

付けるものではありません。 

11 有価証券報告書を定時株主総会前に提出し

たとき、定時株主総会直後の取締役会で代表取

締役の異動を決定した場合に開示府令第 19 条

第２項第９号に基づく代表取締役の異動に係

る臨時報告書を提出する必要があるのかを確

認したい。 

定時株主総会前に提出した有価証券報告書

に、定時株主総会直後に開催される取締役会に

おいて代表取締役として選任される予定であ

ること及びその者について開示府令第 19 条第

２項第９号に定める事項を記載した場合、その

者が予定通り代表取締役に就任すれば、同号に

基づく臨時報告書を提出する必要はないと考

えられます。 

12 第 17 条第１項第１号ロを改正したことを踏

まえ、第 17 条第２項の書き振りについても改

正すべきでばないか。 

ご意見を踏まえ、規定を修正いたします。 

○従業員株式所有制度について〔開示府令第2号様式等、特定有価証券ガイドライン〕 

１ 開示府令案第二号様式記載上の注意(47－

２) 及び特定有価ガイドライン案２－４の①

における「従業員等持株会」の定義に提出会社

の「被支配会社等」や「関係会社」の従業員を

対象とする場合（金融商品取引法第二条に規定

する定義に関する内閣府令第 16 条第１項第７

号の2イ(１)の「対象従業員」の定義参照）を

含めてほしい。 

ご意見を踏まえ、規定を修正いたします。 

２ 開示府令案第二号様式記載上の注意(47-２)

に記載する「従業員株式所有制度」には、信託

会社が従業員に株式を交付するスキームが含

まれるとの理解でよいか。 

開示府令案第二号様式等で記載が求められ

る「従業員株式所有制度の内容」は、日本版Ｅ

ＳＯＰと呼ばれる持株制度に加え、米国型ＥＳ

ＯＰについても記載が必要となるという理解

でよいか。 

「従業員株式所有制度」は、従業員等持株会

を使った制度に限定されます。 

なお、今般の措置は、従業員持株会について

既に金融商品取引法等において一定の開示規

制の対象外とされていることも踏まえ、従業員

持株会を通じた株式所有スキームのうち、従業

員持株会と同様に、金融商品取引法上の開示規

制の対象としなくても投資家である従業員の

保護のため支障を生じることがないものにつ
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いて、一定の適用除外を設ける等の明文の手当

てを行うものです。 

米国版ＥＳＯＰ等の退職給付型スキームに

ついては、スキームの具体的な設計により生じ

得る開示規制上の問題点の有無・内容は様々で

あると考えられることから、個別事例ごとに実

態に即して判断されることになります。 

 

３ 開示府令案第二号様式記載上の注意(47－

２)に関し、従業員株式所有制度とはいわゆる

日本版 ESOP を想定しており、従業員等の会員

からの拠出金を元に会員自身で定めた規約に

基づき定期的に市場で株式を買い付ける従業

員等持株会制度については記載の対象外であ

ることを確認したい。 

従業員等持株会の参加者の一定の拠出金を

原資に定期的に市場で発行会社の株式を買増

す従業員等持株会そのものは、他者からの融資

等によって信託会社等が発行会社の株式を買

い付けるスキームと組み合わさっていない場

合には、当該従業員株式所有制度には該当しま

せん。 

４ 開示府令案第二号様式記載上の注意(47－

２)(ａ)の「当該従業員株式所有制度の概要」

は、既に従業員株式所有制度を導入している企

業がプレスリリースに記載しているプラン概

要を記載することで足りると考えてよいか。同

(ｅ)の「受益権等の内容」の開示の程度を明ら

かにしてほしい。 

例えば、ストックオプションにおける従業員

の氏名等は記載不要との理解でよいか。 

「当該従業員株式所有制度の概要」には、従

業員株式所有制度の仕組み及び信託受益権に

係る信託契約の概要を分かりやすく記載して

ください。なお、開示府令第二号様式記載上の

注意(47－２)(ｅ)の項目を削除し、その内容を

(ａ)に含める修正をします。 

また、当該項目において、ストックオプショ

ンにおける従業員の氏名等の記載は求めてい

ません。 

５ 開示府令案第二号様式記載上の注意(47－

２)(ｂ)及び(ｃ)の区別が必ずしも明確ではな

いが、従業員持株会のみを取引の相手方とする

信託の仕組みを用いた従業員株式所有制度に

おいては、両者は同じものを意味すると考えて

よいか。 

ご意見を踏まえ、規定を修正します。 

６ 従業員株式所有制度の内容の記載について、

オフバランスの会計処理を行った信託等を用

いた従業員株式所有制度について会計上何ら

かの開示が要求されると理解されることを避

ける趣旨で、「提出会社が採用している会計処

理及び手続の如何にかかわらず」等の文言を追

加するべきである。 

従業員株式所有制度を導入している企業に

ついては、当該企業の従業員持株会が信託を通

じて、一度に、そして大量に企業又は市場から

当該企業株式を購入することが考えられます。

このことは、投資者にとって重要な投資情報で

あると考えられることから、当該情報を有価証

券届出書等に記載を求めるものです。したがっ

て、従業員株式所有制度に係る会計処理のあり

方について規定したものではありません。 

７ 従業員株式所有制度を導入するうえで、有価

証券届出書を提出して信託等に株式を割り当

てる場合が当該有価証券届出書に「従業員株式

所有制度の内容」を記載する必要があるか。 

「従業員株式所有制度の内容」の記載を要す

る場合、新設される「第一部 証券情報 第 3

第三者割当の場合の特記事項 第 1 割当予定

先の状況」に記載すると考えてよいか。 

従業員株式所有制度を導入するうえで、信託

等に導入企業株式を割当てる方法が、開示府令

第19 条第 2 項第 1 号ヲに規定する方法による

場合には、第2号様式第一部の第3の1【割当

予定先の状況】に当該従業員株式所有制度の概

要を同様式記載上の注意(47-２)に準じて記載

する必要があります。 

なお、この場合、同様式第一部の第3の1【割

当予定先の状況】を参照する旨を記載すること

ができます。 

８ 特定有価ガイドライン案２－３は、従業員持

株会の参加者が信託受益証券等を取得する従

業員持株会型 ESOP だけでなく信託受益権証券

一般について定めているのかを確認したい。 

特定有価ガイドライン案２－３で信託受益

ご意見を踏まえ、特定有価証券ガイドライン

２－３及び２－４を統合することとし、本規定

が従業員株式所有制度について定めることを

明確にします。 
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権証券一般に一律のルールを設けることは過

剰な規制である。 

特定有価ガイドライン案２－３の但書きは

同２－４の但書きとすべきである。 

９ 特定有価ガイドライン案２－３及び２－４

にかえて、金融商品取引法第二条に規定する定

義に関する内閣府令第 16 条第１項第７号の２

を満たす場合には、金融商品取引法第３条第３

号ロに定める有価証券投資事業権利等ではな

く適用除外有価証券に該当する旨の規定にす

るべきである。 

 

本改正は、従業員株式所有制度を利用した従

業員等持株会の参加者が500名以上の場合であ

っても、開示規制上、一定の要件を満たす当該

従業員持株会については、当該従業員持株会を

一人受益者として取り扱うこととする考え方

を明らかにするものです。 

したがって、当該制度を利用した一連のスキ

ームにおいて発行することとなる信託受益権

を有価証券投資事業権利等の適用除外有価証

券として規定する必要性はないものと考えら

れます。 

10 特定有価証券ガイドライン案２－４で規定

する従業員等持株会の要件は、金融商品取引法

第二条に規定する定義に関する内閣府令第 16

条第１項第７号の２に揃えるべきではないか。

ご意見を踏まえ、規定を修正いたします。 

 

11 特定有価証券ガイドライン案２－４には従

業員等持株会の参加者に信託受益証券等を「譲

渡」するとあるが、実際は、受益者であること

が確定した時点で当該参加者が信託受益証券

等を「取得」することになるのではないか。 

ご指摘を踏まえ、規定を修正します。 

12 特定有価ガイドライン案２－４の「従業員持

株会の参加者」として、定年退職や会社の都合

による退職により従業員持株会を退職した場

合を含むとある。しかし、従業員持株会を通じ

た株式所有スキームにおいて信託が利用され

る場合、転籍又は自己都合退職その他の理由に

より従業員持株会の参加者でなくなった者も

受益者となることが想定されるため、これらの

者も「参加者」に含まれる取扱いとしてほしい。

仮に、当該参加者の要件から自己都合退職者

が除外される場合には、ガイドライン案２－４

の①～④の要件を満たす場合には、従業員持株

会の参加者を一人として取扱うことは否定さ

れないとの理解でよいか。 

ご意見を踏まえ、転籍又は自己都合退職等の

理由により従業員等持株会の参加者でなくな

った者についても、従業員等持株会の参加者に

含まれるよう規定を修正いたします。 

13 特定有価証券ガイドライン案２－４の「従業

員持株会の参加者」には、「参加者」に含まれ

る者の相続人その他の一般承継人が含まれる

という理解でよいか。 

ご理解のとおりです。この点を明確にするた

め、規定を修正します。 

14 特定有価証券ガイドライン案２－３におい

て、第一項有価証券である受益証券について

「信託契約締結時において受益者が現存せず、

又は確定しない場合」という規定を設けること

は適切ではないため削除するべきではないか。

ご指摘を踏まえ、規定を修正いたします。 

15 第二項有価証券としての信託受益権に係る

令第１条の８の３に規定する500名の計算につ

いては、「信託受益証券の発行時において受益

者が現存せず、又は確定しない場合において

も、当該信託受益権を所有する可能性がある者

（以下「受益者候補者」という。）の人数や受

益者候補者の性質及び法定基準、信託期間にお

ご指摘を踏まえ、規定を修正いたします。 
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ける受益者候補者の変更の態様等を勘案して、

受益者確定時において当該信託受益権を所有

すると見込まれる人数をもって計算すること

に留意する旨を規定すべきである。 

16 特定有価証券ガイドライン案２－３ただし

書きについて改正の趣旨が明らかにして欲し

い。 

ご意見を踏まえ、特定有価証券ガイドライン

案２－３ただし書きを削除し、改正の趣旨が明

らかとなるよう規定の修正をいたします。 

17 特定有価証券ガイドライン案２－４におい

て、従業員持株会を一人受益者として取扱うた

めの条件は、定義府令第 16 条第１項第７号の

２に規定する要件と一致させるべきである。 

ご意見を踏まえ、規定を修正いたします。 

18 特定有価証券ガイドライン案２－４におい

て、従業員持株会を一人受益者として取扱うた

めの条件は、定義府令第 16 条第１項第７号の

２に規定する要件と一致させるべきである。 

ご意見を踏まえ、規定を修正いたします。 

 


